
除染等措置に伴う除去土壌の取扱いに関する覚書 
 

 売払人 奥州市（以下「甲」という。）と買受人 ○○○○○○（以下「乙」という。）とは、令和○
年○月○日付け土地建物売買契約書（以下「原契約書」という。）第 17 条第４項の規定に基づき、原
契約書第２条に規定する本件土地（以下「本件土地」という。）における原契約書第６条の規定による
本件物件の所有権の移転及び引渡し後の平成 23 年３月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う
原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法（平
成 23 年法律第 110 号。以下「放射性物質汚染対処特措法」という。）第２条第４項に規定する除去土
壌（以下「除去土壌」という。）の保管、埋設箇所の使用その他除去土壌の取扱いに関し次の条項によ
り覚書を取り交わす。 
 
 （責務） 
第１条 甲及び乙は、放射性物質汚染対処特措法及び放射性物質汚染対処特措法第 36 条第１項の規定

により甲が定めた除染実施計画（以下「除染実施計画」という。）に従い、それぞれの責務を果たす
ものとする。 

 （除去土壌） 
第２条 本件土地内の除去土壌の数量及び当該除去土壌の埋設箇所（以下「埋設箇所」という。）は、

別添の物件調書添付の配置図のとおりとする。 
 （保管及び使用） 
第３条 乙は、原契約書第 17 条第２項の規定に基づき、原契約書第６条の規定による本件物件の所有

権の移転及び引渡し後も、放射性物質汚染対処特措法第 39 条第１項の規定により甲が除去土壌を本
件土地において乙に保管させることについて同意するとともに、埋設箇所を甲に無償で使用させ
る。 

２ 甲は埋設箇所を放射性物質汚染対処特措法及び除染実施計画に基づき、除去土壌の保管場所とし
て使用する。 

 （使用期間） 
第４条 埋設箇所の使用期間は、放射性物質汚染対処特措法その他の関係法令、除染実施計画その他

国の指示等により定められる当該埋設箇所での除染土壌の保管に必要な期間とする。 
 （更新拒絶の要件） 
第５条 前条の申出は、乙が埋設箇所の使用を必要とする事情その他正当な理由があると認められる

場合でなければ、これをすることができない。 
 （移設の制限） 
第６条 乙は、除去土壌を移設してはならない。ただし、乙は、事前に甲の承認を受けた場合に限

り、除去土壌の全部又は一部を本件土地の敷地内の別の個所に移設することができる。 
２ 前項ただし書の規定による除去土壌の移設に係る費用は、乙の負担とする。 

（埋設箇所の使用の制限） 
第７条 乙は、除去土壌を保管する上で支障となる建物、工作物等を埋設箇所上に建築しないものと

する。 
 （現場確認等） 
第８条 甲は、除去土壌の保管上必要と認めるときは、埋設箇所の現場確認等を実施することができ
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る。この場合において、乙は、甲の本件土地の敷地内への立入りに協力するものとする。 
 （埋設箇所の返還） 
第９条 甲は、除染土壌の最終処分先を決定したときは、速やかに甲の費用で除去土壌の移設及び除

去土壌の移設後の埋設箇所の土の埋め戻しを行い、埋設箇所を乙に返還しなければならない。 
 （費用の負担等） 
第 10 条 埋設箇所の保管および処分に要する費用については、甲の負担とする。 
 （地位及び義務の承継） 
第 11 条 乙は、原契約書第 11 条の規定により第三者に対して本件土地について権利の設定、所有権

の移転又は合併をする場合においては、当該第三者に本覚書に規定する乙の地位及び義務を承継さ
せるものとする。 

 （協力） 
第 12 条 乙は、本覚書の各条項に定めるもののほか、本件土地において除染土壌の収集、運搬、保管

および処分を実施するに当たっては、放射性物質汚染対処特措法及び除染実施計画に従い、甲に協
力する。 

 （請求権） 
第 13 条 乙は、甲が本覚書に規定する権利を行使することにより、本件土地の使用に制限が生じたと

しても、賃料、損害賠償、補助金等名目の如何を問わず、乙から甲に対する請求権が発生しないこ
とを確認する。 

 （疑義の決定等） 
第 14 条 本覚書に定めるもののほか、除去土壌の取扱いについては、放射性物質汚染対処特措法その

他の関係法令、除染実施計画その他除去土壌の取扱いに関し国、岩手県又は甲が決定する方針に従
うものとする。 

２ 前項に規定するもののほか、本覚書に疑義が生じたとき又は定めのない事項については、甲及び
乙が協議して決定するものとする。 

 
 

本覚書を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙両者記名押印の上各自その一通を保有する。 

 

令和○年○月○日 

甲 奥州市 

代表者 

奥州市⻑              印 

 

乙 （住所） 

         

（氏名）       印 
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